
○日 時  令和 6 年 6 月 26 日(水)午後２時～４時まで 

○場 所    三郷市役所本庁舎東別館 第 3 会議室 

○対 象    三郷市在住で聴覚や音声・言語機能に障がいのあるかたで手話通訳

を必要とするかた 

○申し込み 障がい福祉課または市ホームからお申込みください。 

○問い合わせ 三郷市役所障がい福祉課 電話：048-930-7778 

 FAX：048-953-7785 

 

 

三郷市ボランティアセンター 
〒341-0041三郷市花和田 638-1三郷市健康福祉会館 5階 
〔TEL〕048-953-4191 〔FAX〕048-953-4192 
〔Web〕https://www.misato-syakyo.or.jp/ 〔Mail〕mvc@misato-syakyo.or.jp 
〔X（旧 Twitter）〕https://twitter.com/misatosyakyo 
〔Facebook〕https://www.facebook.com/misatosyakyo 
開所日時 月～金 午前 8時 30分～午後 5時 15分（祝日・年末年始除く） 

ボランティアみさと配布先  三郷市ボランティアセンター、公共施設以外でも配布しています！  
【三郷駅周辺】                             
みさと書房(早稲田 2-2-6)/亀有信用金庫三郷駅前支店(三郷 2-20-1)             
川の郷福祉会(早稲田 1-11-13)/早稲田児童センター(早稲田 3-18-14）    
地域活動支援センターパティオ(早稲田 3-26-3ふれあい早稲田 3階） 
ワーカーズ・コレクティブ青いそら(早稲田 5-4-1文化会館 1階） 
ふれあいクリニック早稲田(早稲田 3-26-3)   
【幸房・谷中・谷口周辺】                 
特別養護老人ホーム小鳩園(中央 4-8-4) 
ドコモショップ三郷店(幸房 131-1) 
亀有信用金庫早稲田支店(谷口 631-3)/三郷郵便局(中央 5-2-1)  
キッチン BUS STOP(幸房 506-3)          
【新和・栄周辺】                        
ひまわりの家(新和 4-562-3)/工房風のうた(新和 4-601)       
埼玉みさと総合リハビリテーション病院(新和 5-207)  
【彦倉周辺】                        
JA さいかつ彦成支店 ・南部経済センター(彦倉 1-208-1)      

【鷹野周辺】 

みさと健和病院(鷹野 4-494-1) 
【新三郷駅周辺】 
みどりの風(半田1212-2)/三郷ケアセンター(南蓮沼260-2) 
コンパス(駒形124) 
【ピアラシティ周辺】 
イトーヨーカドー三郷店（ピアラシティ1-1-1） 
湯けむり横丁(ピアラシティ2-3-10) 
【戸ヶ崎周辺】 
地域包括支援センターみさと南(鷹野 5-555) 
亀有信用金庫三郷前谷支店（戸ヶ崎 3-116-2） 
【高州周辺】 
亀有信用金庫高州支店(高州 1-291-1) 
ヘアーサロンイイズカ(高州 2-182-1) 

 

       

ヒアリング・ループ(Hearing Loop)とは、補聴器や人工内耳を装用してい

るかたなどが、会議室や教室、さまざまな会場で、発言をしっかり聞いたり、

観劇や映画を楽しんだりするための装置です。 

ループアンテナが設置された場所で、専用の受信機や補聴器、人工内耳など

が音声を受信すると、雑音が入らずはっきりと音声を聞くことができます。 

市内では、障がい福祉課窓口をはじめ三郷市文化会館、希望の郷交流センタ

ー、各図書館などで利用できます。 

詳しくは、障がい福祉課へお問い合わせください。 

○問い合わせ 三郷市役所障がい福祉課 電話：048-930-7778 

FAX：048-953-7785 

三郷市では、遠隔手話通訳の開始に伴い、説明会＆登録会を行います。 

遠隔手話通訳とは、聴覚や音声・言語機能に障がいのある方が、社会生活に

おいて意思疎通を円滑にするため、スマートフォンやタブレット端末のビデオ

通話機能を利用して、離れた場所にいる手話通訳オペレーターを通して端末の

画面越しに手話通訳を行うことです。利用には、登録が必要です。 

 

三郷市役所障がい福祉課 

ヒアリング・ループの利用方法について 
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用方法を学ぶ！～」 

【全 6 回】 

Web で情報

発信中！ 

「楽しいシニアライフをめざす早稲田連絡会」を取材

しました！！ 

 

お知らせ 

お知らせ 

三郷市役所障がい福祉課 

遠隔手話通訳をはじめます 

 

3 月 23 日(土)、三郷市早稲田公園で開催された「みさとの桜祭り」に、楽しいシニア

ライフをめざす早稲田連絡会が出店しました。当日は団体の PR を目的に、早稲田連絡会

の紹介やドーナツの販売などが行われました。雨が降る中でしたが、多くの皆さんが足を

運び、笑顔あふれるひと時となりました。 

 

～楽しいシニアライフをめざす

早稲田連絡会とは～ 

早稲田地域の仲間が、安心して

暮らせ楽しい老後を過ごせる地

域をめざす「楽しいシニアライ

フをめざす早稲田連絡会」を

2022 年 5 月 16 日に立ち上

げました。高齢者に優しい街、

高齢者が最も住みたい街をめざ

している団体です。 

▲早稲田連絡会ブースにて集合写真撮影の様子 

 



  

 

 

 

 

社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 

こども食堂・未来応援基金 

○対象団体   (1) 以下の①または②のいずれかの要件を満たすこと。 

①令和４年４月１日以降に立ち上がった団体であること。 

②令和４年４月１日以降に新たな拠点を設けて事業を行う団体であること。 

※立ち上げ（新たな拠点での事業開始）から３年目までの団体が対象のた 

め、 ３年間で最大３回まで助成を受けることが可能。 

(2)助成概要の要件を満たすこと。 

(3)当年度に埼玉県社協が実施した基金助成を受けた団体でないこと。 

(4) 過去に県社協助成金を受けた団体の場合、実績報告書等の事務がすべて 

完了していること。 

(5)特定の政治的または宗教的活動を行う団体でないこと。 

(6)団体が、反社会的勢力（暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれら 

に準ずる者又はその構成員）ではないこと。 

○対象事業 (1) 子どもたちを対象とした居場所づくり事業（子ども食堂、学習支援の場・ 

自習の場、プレーパーク、多世代交流を目的とした居場所のほか、ヤングケ

アラーなど困難を抱える子どもに居場所を提供する活動）  

(2) フードパントリーに併設された居場所づくり事業(フードパントリーの活動 

団体が、親子で参加できるイベントなどの企画・実施を通じて居場所を提供 

する活動） 

○対象経費  (1)消耗品費 (2)資機材購入費 (3)会場費 (4)食料費 (5)通信運搬費  

(6)印刷製本費(7)物品借上費 (8)外部講師等謝金 (9)旅費交通費  

(10)その他本会会長が認める費用 

○実施期間  令和 6 年 4 月 1 日(月)～令和７年 3 月 31 日(月) 

○助 成 額   1 団体上限 10 万円 

○申請期間 (1)4 月 1 日(月)～5 月 7 日(火) (2)7 月 1 日(月)～７月３１日(水) 

      (3)10 月 1 日(火)～10 月 31 日(木) 

○応募方法 以下ホームページから実施要領、申請書などをダウンロードし、申請事業の 

活動拠点などがある「市町村社会福祉協議会」へ提出ください。 

HP：https://www.fukushi-saitama.or.jp/site/volunteer/research_16.html 

○問い合わせ 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 埼玉県ボランティア・市民活動センター 

（地域福祉部 地域活動支援課） 助成事業担当 

〒330-8529 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65 彩の国すこやかプラザ内 

電話：048-822-1435  FAX：048-822-3078 

メール：vc@fukushi-saitama.or.jp 

 

 

○利用方法 (1)予約は必要ありませんが 500 枚以上の印刷の場合は、紙の在庫を確認

しますので事前に電話でお問い合わせください。500 枚以下の場合は

直接、社会福祉協議会(ボランティアセンター)まで来所してください。 

(2)窓口で印刷物を確認後、団体名・連絡先・使用目的・製版枚数・ 印刷

枚数を記入し、印刷料金をお支払いください。 

(3)使用方法は職員が説明します。印刷機はご自身で操作してください。 

 

○注意事項 (1)職員が代わりに印刷することはできません。 

(2)用紙サイズは A4・A3 サイズです。 

(3)用紙は再生紙を使用しています。再生紙以外を使用したい場合は用紙を   

持参してください。 

(4)印刷は白黒のみです。 

(5)営利目的、政治、宗教活動を主たる目的とする団体の利用はお断りしてい

ます。 

 

○利用料金 利用料は 1 版(原稿 1 枚)につき印刷枚数の料金となります。 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

三郷市内で活動するボランティア・市民活動団体、NPO 法人、町会・自治会・
管理組合などが活動に関する資料やチラシなどの印刷に使えます。なお、営利、政
治、宗教活動を主たる目的とする団体はご利用できません。 

社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会 

ボランティア・市民活動団体や町会のチラシ・会議資料の

作成にボランティアセンター印刷機をご活用ください 埼玉県内のすべての子どもを対象に、「貧困の連鎖」を解消する「こども応援ネット
ワーク埼玉」の趣旨に賛同する活動として、子どもが一人で安心して行ける「子ども
の居場所」を、新たに立ち上げて事業を行う団体に対して「こども食堂・未来応援基
金助成事業実施要領」に基づき助成します。 

 

 

 

  

 

   

  

 

  

 

 

  

  

 

      

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

ボランティアセンターではボランティア・市民活動団体のみなさまがご利用できる印刷機を設置しています(有料)。 
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助成金 

利用料(1版) プリント枚数(A4) プリント枚数(A3)

１００円 1枚 ～ 40枚 1枚 ～ 20枚

２００円 41枚 ～ 150枚 21枚 ～ 80枚

３０0円 151枚 ～ 260枚 81枚 ～ 140枚

４００円 261枚 ～ 380枚 141枚 ～ 200枚

５００円 381枚 ～ 490枚 201枚 ～ 250枚

６００円 491枚 ～ 600枚 251枚 ～ 310枚

７００円 601枚 ～ 700枚 311枚 ～ 370枚

８００円 701枚 ～ 800枚 371枚 ～ 430枚

９００円 801枚 ～ 900枚 431枚 ～ 490枚

1,000円 901枚 ～ 1,000枚 491枚 ～ 500枚

その他

1,001 枚 以 上 は 、
1,000 枚 ご と に
1,000円とし、端数
は、その料金を加算

501 枚 以 上 は 、
500 枚 ご と に
1,000円とし、端数
は、その料金を加算

○問い合わせ 三郷市ボランティアセンター 
〒341-0041 三郷市花和田 638-1 三郷市健康福祉会館 5 階 
電話：048-953-4191 FAX：048-953-4192 

 


